
　　　　　　商法における連結計算書類の

　　　　　　　　　導入にかかる諸問題

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　松　﨑　　信

　　1.はじめに

　ここ数年の商法改正は，株式制度，会社の機関に関するものの他に，特

に計算に関しても，極めて重要な改正が行われてきた。税効果会計の導入，

資産の時価評価規定の創設，金庫株の解禁，法定準備金の使用の緩和，連

結計算書類の導入をはじめとした商法計算規定の改正や商法施行規則の創

設である。

　本稿では，最初にトライアングル体制によるわが国の会計制度の特徴と，

急速にトライアングル体制が崩壊しつつある最近の状況を概観した後に，

商法が証取法の開示に歩み寄りを見せつつある動向のひとつとしての，商

法特例法上の大会社に対する連結計算書類等の導入に係る問題に焦点を絞

って言及することとする。

　なお，本稿の記述は現時点（2003年９月）において筆者の持ち合せてい

る不十分な情報によっている部分もあり，また意見に亘る部分は，私見で

あることをお断りしておく。

　　2.トライアングル体制によるわが国の会計制度の特徴と

　　　　その崩壊

1）トライアングル体制によるわが国会計制度の特徴

　わが国の会計・開示制度を規制する法律には，商法，証券取引法，税法

（法人税法）の三種がある。
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　これらの法律はそれぞれが，制定機関も異なり，目的や役割を異にしな

がらも相互に絡み合って関連をもって機能している。そのために企業は三

種類の開示書類の作成を強いられておりその負担を負わされているのも事

実である。すなわち，商法がその中心にあって，基本法的な地位を占め，

法人税法における所得計算は商法の計算規定に従って計算され，かつ株主

総会で報告または承認された計算書類上の利益にもとづいて課税所得が計

算される。証券取引法に基づく財務諸表は，商法の計算規定に従って作成

された計算書類を，財務諸表等規則に基づいて組替えて作成されている。

　このため，証券取引法の対象会社は，財務諸表等規則と商法施行規則

o日「商法計算書類規則」）に基づいて二重の決算書類を作成してきている。

また法人税法は，資産評価，特に固定資産の減価償却に代表されるように，

減価償却方法や個々の資産の耐用年数にいたるまで詳細な規定を置いてお

り，引当金についても会計上の必要額を離れて課税の公平性の見地から一

律の基準（通常会計上の必要額に比べて不足する）を設けている。更に，減価

償却費や引当金の計上額等の，いわゆる税務上の用語でいう“内部取引”

は，商法での会計帳簿に記載すべきことをもって損金に算入する条件とさ

れており，純粋な企業会計上の損益計算に当たり障害となってきた。この

ことは税法の確定決算主義が本来あるべき適正な企業会計へ影響を与えて

いることから“逆基準性”と呼ばれている。

　このような日本の会計制度の特徴を称して，“トライアングル体制”と

呼んでいる。1）これらの関連を表にまとめると，（表1）のようになる。　ト

ライアングル体制の存在が，わが国の会計制度の改正がこれまで遅々とし

て進まなかった原因のひとつでもあろうとも思われる。
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（表１）日本の企業会計制度の概要
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　このような，トライアングル体制の存在は，わが国特有の現象であり，

会社に二通りの決算書類の作成という事務負担の増大と‥商法特別法監

査と証取法監査との重複を強いることになり，以前から証券取引法に基づ

く開示と，商法に基づく開示との一元化を図る必要性が叫ばれてきた。

2）トライアングル体制の崩壊（商法と証券取引法との接近）

　このようなトライアングル体制も，ここへきて商法と証券取引法による

企業会計とが急速に接近しつつあり調整が図られつつある。当時の大蔵省

と法務省との共同の研究会は，1998年（平成10年）６月「商法と企業会計

の調整に開する研究会」報告書を公表した。2）ここでは金融商品の時価評

価の導入と税効果会計の採用に開する合意がなされ，それを契機にその後

の商法と証券取引法規則等の改正に当たり，具体的には，以下のように一

元化に向けての努力が見られた。

　①　税効果会計の採用と資産の時価評価

　平成11年４月１日以後に開始する年度から個別財務諸表と連結財務諸

表に税効果会計を適用するように商法上も証取法上も改正が行われた。ま

た，平成12年４月１日以後に開始する年度から金融商品会計基準が適用

となり，時価のある有価証券等について時価評価が行われている。具体的

には，金融商品の時価評価を商法上も許容するために，平成11年の改正

で金銭債権の評価（商法第285条の４第３項），市場価格のある株式等の評

価（回285条の６第２項）の規定が商法上新設された。3）

　②　資産評価規定の政令への委任

　平成14年３月には，下記のような商法規定の中におかれていた資産の

評価等にかかる計算に開する規定が削除され，法務省令としての商法施行

規則（最終改正：平成15年２月）（表２）に委任するための改正が行われて
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（表２）商法による資産評価等関係規定

いる。

　これらの改正の主旨は，法務省民事局参事官室からの「商法等の一部を

改正する法律案要綱中間試案」（平成13年４月18日，以下「中間試案」とい

う。）によれば，次のように説明されていた。

イ）商法と証券取引法との調整

　公開会社は商法に基づく計算書類と証券取引法に基づく財務諸表との２

種類の書類を作成しなければならないが，その一元化を図ること，および

ロ）大会社を前提とした立法技術的な限界の解消

　企業会計をめぐる国際的な動きの速さと法改正に要する時間とのギャッ

プ等の問題を解決するため，商法中の資産の評価規定等を法務省令に委任

することにより，その要請に対応しようとするものである。（中間試案第二十）

　さらに具体的には，証券取引法第24条の規定により有価証券報告書を

内閣総理大臣（実務上は金融庁長官へ，更には財務局長に権限が委譲されてい
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る4））に提出すべき会社が二種類の計算書を作成しなくてもよいようにす

る観点から，このような会社にあっては，財務諸表等規則の定めに従い，

貸借対照表と損益計算書を作成することが適当であろうという提案もなさ

れていた（中間試案第二十注2）。

　③　商法での連結計算書類の導入

　従来，商法は個別財務諸表に基づく計算書類の作成のみを要求し，連結

情報は要求しておらず，わずかに大会社と中会社について，営業報告書の

企業結合の状況において，グループの状況（営業の経過と成果）が記載され

るにとどまっていた。

　そこで平成14年改正商法においては，企業グループに関する開示の充

実を図るため平成16年４月決算会社から，商法上の大会社（当面は証取法

適用会社のみ）については連結計算書類の作成・開示を要求することとした。

　　3.商法特例法上の大会社についての連結計算書類の導入

　かねてから商法にも連結財務諸表制度を導入すべきとの要請があったが，

ようやく平成14年の商法特刑法の改正により制度化されたものである。

会計のグローバル化と透明性の確保のためにも，連結計算書類が商法上導

入されることは，大いに歓迎すべきことと言えよう。ちなみに，適用は平

成16年４月決算会社からであり，３月決算を例にとれば平成17年３月期

からである（平成14年法律第44号附則８条）。

　なお，平成15年４月から，いわゆる「委員会等設置会社」の制度が導

入され，一部大手企業の一部がその導入に踏み切ったところもあるが，い

まだほとんどの会社はその導入について検討中か，見合わせているところ

が多い。従って，本稿では特に記載する場合を除き，一般的な大会社連結
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特例規定適用会社（商特弟20条２項，商規弟２条16号）を中心に解説するこ

ととした。

1）連結財務書類作成義務者

　大会社の取締役は，毎決算期に連結貸借対照表及び連結損益計算書（以

下，「連結計算書類」という。）を作成し取締役会の承認を得なければならな

い（特例法弟19条の２第１項）が，すでに連結計算書類を作成してきている

有価証券報告書作成会社以外の会社にあっては，新たな追加的な事務負担

が生じるため，経過措置が設けられており当分の間は，大会社のうち有価

証券報告書提出会社に該当しない会社にあっては，その作成を要しないこ

ととされている（改正法附則第９条２項）。

2）連結計算書類の体系と用語・様式

　①　連結計算書類の種類

　連結計算書類として開示すべきものとしては，連結貸借対照表と連結損

益計算書に限られる（商規143条）。

　開示の充実という観点からは，証取法で要求されている連結キャッシュ

フロー計算書や連結剰余金計算書，連結附属明細表も必要かつ有益である

と思われるが，これらは主として作成者側の事務負担の観点から要求され

てない。立法担当者の解説によれば，連結計算書類は総会の招集通知にも

添付されるためその印刷や郵送のコストもかさむので，連結貸借対照表と

連結損益計算書とに限定し，かつその記載内容についても注記の省略等の

大幅な簡略化を認めている。5）

　連結剰余金計算書と連結キャッシュフロー計算書も，その重要性と会計

の国際的な潮流等に鑑み，含めるべきであり，必要な附属明細表や注記事

項も当然要求されるべきであろう。証取法の連結財務諸表規則とは一部に
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しろ科目や様式を異にする連結計算書類を二重に作成し開示する方が，会

社の事務担当者としても，また監査人としても煩わしさが残る。

　私見では，連結計算書類作成会社にあっては，これまでも証取法による

連結財務諸表を作成し，連結決算短信や有価証券報告書において開示して

きている経験があるわけであり，商法で連結キャッシュフロー計算書等を

開示しないことからくる事務コストの削減はあまり意味がないのではなか

ろうかと思われる。むしろグループ経営の観点からの透明性を確保し，開

示の一元化と充実のためにも証取法と同一の開示が望まれる。

　なお，連結貸借対照表と連結損益計算書以外の譜表を会社が任意に作成

し開示をすることは可能であるとされている。6）

　②　連結計算書類の用語・様式

　会社は選択により連結計算書類の用語・様式について，その一部又は全

部を商法施行規則第８章第２款（連結貸借対照表），及び第３款（連結損益計

算書）の定めによらずに，連結財務諸表規則の定めるところによることを

妨げないこととされている（商規197条１項）。従って本規定によって連結

財務諸表規則そのものにより連結財務諸表を作成することができ，証券取

引法に基づく連結財務諸表との一元化を図る連が開けたことは，歓迎すべ

きことである。7）

　これにより作成者側の立場にたてば，二重の書類の作成や監査のための

コスト負担を回避することができ，また利用者側にとっても情報の一元化

が図られ，より有用性が増すものと考えられる。

3）連結範囲

　①「子法人等」の概念の導入
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　　　　　　　商法における連結計算書類の導入にかかる諸問題

　連結計算書類の導入に当たってまず問題となるのは，連結に含まれる子

会社，関連会社等の範囲である。商法の規定上，「子会社」の定義が，平

成13年６月改正により発行済み株数の過半数から総株主の議決権の過半

数に一部改正されてはいるか，依然として株式の所有割合（持株基準）に

より判定されることには変わりない(211条の２第１項１号，３号）。一方，

証券取引法上の財務諸表等規則上の「子会社」は，支配力基準により判定

されるため，一般的には証券取引法上の「子会社」の方が範囲が広い。8）

　このままの状態で商法上連結決算を導入すると，親会社の監査役や会計

監査人の子会社調査権(274条の3）や，子会社株式の評価等に関する規定

で齟齬をきたすことにもなりかねない。

　そこで，平成15年２月に改正された商法施行規則においては，連結財

務諸表規則上の「子会社」と一致する「子法人等」という概念を創設した。

すなわち，商法施行規則上の「子法人等」とは，財務諸表等規則第８条３

項，４項，および７項の規定により計算書類作成会社の子会社とされる者

をいう（2条１項18号）とし，さらに証取法上の子会社，すなわち商法上

の「子法人等」のうちから，商法上の議決権ベースでの「子会社」と判定

される者を除いた者を商法施行規則上の「連結子会社」（商規142条）と定
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義した。

　このように，「子会社」と「連結子会社」は，財務諸表等規則と商法施

行規則とでは用語の意味が異なるので，注意する必要がある。

　また，商法上定義されていなかった「関係会社」や「関連会社」の定義

が新設されたが，これらは，財務諸表等規則，連結財務諸表規則の定義と

同一である。

　関係会社（商規２条１項24号＝財規８条８項）

　関連会社（商規２条１項28号＝財規８条５項，６項）

　子会社と連結子会社の定義が，財務諸表等規則と商法施行規則とで微妙

に異なることは，連結計算書類の読者をミスリードさせかねない。証取法

上連結財務諸表制度が導入されてから，すでに四半世紀以上経過し，子会

社と連結子会社という用語は定着してきており，後追いで商法が連結計算

書類を導入したからといって，あえてこのような定義を別途設ける必要性

があったかどうか疑問である。

　せっかく証叙法と商法との調整を図ったのに，定義が異なることは残念

なことである。

　②　外国子会社等

　商法上の子会社には，日本法上の株式会社および有限会社以外のものは

含まれない9）と解されているため，商法上は外国会社が連結に含まれるか

には疑問を呈する見解もある。このことは，商法上子会社の定義が，商法

の計算や開示規定の個所に置かれているのではなく，親会社の監査役や会

計監査人の子会社調査権のところに置かれているため，実際上支配力基準

により連結範囲が拡大した会社や，外国子会社にまで親会社の監査役の調

査権が及ぶとすると調査を実施することが実際上可能かどうかの観点から，
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狭く解しようとする見解が出てくるものと思われる。しかしながら今日の

企業のグローバルな事業展開や国際的な会計の潮流からすれば，形式的な

持株基準では意味がなく実質的な支配力基準によるべきであろうし，外国

会社を除外することは全く意味がないものと考える。

　この点についての解決を図るため，改正商法施行規則は，前述3）①の

ように［子法人等］という概念を導入することにより解決を図っている。

4）連結計算書類の作成と監査日程

　①　日程

　連結計算書類の作成から定時株主総会までの流れを示せば，以下のよう

になる。

　（i）決算算書類の作成（作成義務者は，取締役）（商特19集の２第１項）

　　　　⇒取締役会の承認（商特19条の２第２項）

　　　　⇒連結計算書類の監査役会，会計監査人への提出（定時総会の６

　　　　週間前まで）（商規181条第１項）

　　　　⇒会計監査人は監査報告書を監査役会，取締役に提出（連結計算

　　　　書類受領後４週間以内）（商規182集票１項）

　　　　⇒監査役会は監査報告書を取締役に，その謄本を会計監査人に提

　　　　出（上記報告書受領後１週間以内）（商規183条第２項）

　(ii)連結貸借対照表と連結損益計算書を招集通知に添付して送付（定時

　　　総会の２週間前までに）（商特19条の２第５項，商法第283条の2）

(iii)定時総会で，連結計算書類の内容と監査結果を，取締役が報告（商

　　　特19条の２第４項）

　なお，委員会等設置会社にあっては，取締役が指定して執行役が連結計

算書類を作成し，取締役の承認を受ける前に会計監査人と監査委員会に提

出して監査を受け，その後で取締役会が承認するという手続を踏むことと

されている。（商特21条の32第１項，21条の26,21条の32第３項）
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　前記のように，連結計算書類の作成と監査日程は，個別の計算書類の場

合と比較して２週間の遅れを容認する規定となっている。

このため連結計算書類の監査は株主総会の招集通知の発送期限までに終了

しているとは限らない。法制上は監査の終了を待たずに，連結計算書類が

招集通知に掲載して株主に送付してもよいこととされている。

　②　期限の延長・短縮

　上記①の規定にかかわらず，取締役，監査役会，会計監査人の三者が合

意したときは，この期限を延長又は短縮することができることとされてい

る。（商規184条）これは，連結計算書類の作成が総会の６週間前でも困難

な会社があることが想定されることと，逆に，総会の招集通知に連結計算

書類とともにその監査報告書も添付することを希望する会社のあることを

配慮したものであるとされている。1o）

　このため，監査終了前の連結計算書類は総会の招集通知に添付されて送

られるという可能性があり，監査の結果いかんによっては連結数値が変動

する可能性もあり問題が残る。しかしながら，今回の制度改正に当たって

は連結計算書類の適用を受けない会社との均衡を図る観点から，連結計算

書類には配当規制の機能をもたせずに，情報開示の充実にのみにとどめた

ものとされているからであると説明されている。１１）

　③　連結作業の早期化のための施策

　企業においてはグループ経営が進みそのための内部管理体制の整備が図

られ，決算の早期化のために連結用のソフトも普及し，作業のタイミング

は早まってきている。

　会計監査人の監査の面においても，期中監査の充実と期末監査の前倒し

による実施が行われている。また連結監査は必ずしも完全な連結財務諸表
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の完成を待ってからスタートするわけではなく，各連結会社からの決算書

や連結パッケージの到着次第連結作業が実施され，監査人も漸次その内容

を検証しつつ監査を並行的に実施しており，会社の実施する連結作業の終

了を待って連結監査も実質的に終了するような日程が組まれている。

　公開会社にあっては，すでに相当数の会社が証券取引所での決算発表に

おいて連単同時発表を実施してきており，その割合も年々増加傾向にある。

また発表の時期も平均決算日後46.5日と早まってきている。12）このため，

決算日程の観点からは，ほとんどの会社が，商法施行規則に定められた日

程とは別に，従来から行われている証取法監査の日程に沿って作業が進め

られることになり，招集通知にも監査済みの連結数値が記載されることが

期待されている。ちなみに，上場会社の例ではほとんどの会社が今回の商

法施行規則に定める監査日程に準拠できるような体制にあることが確認さ

れている。12）

　④　連結計算書類の株主に対する送付

　定時総会の招集の通知には，連結計算書類の謄本を添付しなければなら

ないものとされた。（商特19条の２第５項）これは，連結計算書類を商法上

の書類として位置付ける限り当然の措置である。ただし，監査報告書の謄

本の交付は要求されていない。

　すでに，一部の会社にあっては定時総会の招集通知に，報告のため別添

として連結決算に関するグループ報告書を送付している会社も見受けられ

る。13）
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（表４）連単同時発表会社の割合（％）

（表５）連結決算発表会社の平均所要日数の推移
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　　4.連結計算書類に対する監査役（会）の監査

　連結計算書類に対する会計監査人の監査の実施や監査報告書の作成に関

しては，商法施行規則の第182条に個別の計算書類に準じた規定が設けら

れているが，すでに企業側も会計監査人側も証券取引法監査での経験があ

るため，さしたる問題や障害はないであろう。

　一方監査役（会）の連結計算書類の監査については，初めての経験であ

り，いくつかの問題点が指摘されている。

1）監査役の監査役会に対する報告義務

　まず，各監査役は，会計監査人の作成した連結計算書類に関する監査報

告書の調査その他の監査を終了したときは，監査役会に対し，下記事項に

関して報告しなければならない（商規183条第１項，３項）。

　　①　会計監査人の連結計算書類についての監査の方法及び結果を相当

　　　　であると認めたときは，その旨

　　②　会計監査人の連結計算書類についての監査の方法及び結果を相当

　　　　でないと認めたときは，その旨及び理由並びに監査役の監査の方

　　　　法の概要又は結果

　　③　子会社もしくは連結子会社（商法上の子会社ではないが，財務諸表等

　　　　規則上の支配力基準で子会社と認められたもの）に対して会計に関す

　　　　る報告を求め，又は業務及び財産の状況を調査したときは，その

　　　　方法及び結果（連結計算書類に関するものに限る。）

　　④　監査のために必要な調査ができなかったときは，その旨及び理由

　　⑤　連結計算書類作成会社又はその子法人等の取締役等から後発事象

　　　　の報告があったときはその事実

　この各監査役から監査役会への報告は，必ずしも文書の形でなすことは

要求されていないため，口頭でもなしうる。
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2）監査役会の監査報告書の記載事項

　監査役会は会計監査人の連結計算書類にかかる監査報告書を受領後１週

間以内に，監査報告書を作成し，取締役に提出し，その謄本を会計監査人

に交付しなければならない。（商規183条第２項）監査役会の監査報告書に

記載すべき事項には，上記1）の①から⑤の事項である（商規183条菓３項）。

　これらは，ほぼ単体の計算書類に関する商法特例法第14条に対応する

規定であるが，以下の点において相違する。

　　①　連結計算書類には，営業報告書，利益処分案，附属明細書は要求

　　　　されていない。

　　②　連結計算書類に係る監査であるため，もっぱら会計に関する事項

　　　　に限定され，「会計以外の業務の監査の方法の概要」の記載は不

　　　　要である（商特14条３項３号）。

3）会計監査人と監査役との連携

　監査役（会）の連結計算書類に対する監査においても，現行の単体の計

算書類に対する監査と同様に，まず一次的には会計監査人が監査を実施す

ることになる。ただし，監査役としても，会計監査人の監査の結果が相当

であるか否かについて監査意見を述べなければならないとすれば，監査役

自らも当該連結計算書類に対して相当詳細な監査を実施しなければならな

いと，いう意味で極めて過重な負担を負わざるを得ないのではないかと危

機感を持つ方もおられるようである。14）

　連結計算書類についてはその内容の大半は，いわゆる会計に関する部分

に属するものと解されるため，監査役は，定期的に，または随時に会計監
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査人（必要な場合には子会社等の監査人を含む。）と連携を密にして情報交換

をしておく必要はあろうが，監査役自らが連結計算書類の詳細にまで監査

を実施すべきような事態はそう多くはないのかもしれない。但し，いわゆ

る業務監査については，監査役自らが，又はその補助者や協力者を介して

カバーしなければならない。子会社等の取締役，監査役，及び会計監査人

等との連携や親会社の中にある関係会社の管理担当部署から適宜に説明や

報告を聴取するなどにより責任を果たすことができよう。

4）監査役及び会計監査人の調査権の連結子会社への拡大

　従来から，（親会社）の監査役及び会計監査人には，子会社に対する報告

請求権と業務・財産調査権が与えられていた（商法第274条の3，商特第７

条第３項）が，改正法では，連結計算書類監査の実効性を担保するため，

その権限を連結子会社にまで拡大させることとした。（商特19条の３：ただ

し，連結子会社については，連結計算書類に関するものに限定される。）

　一方，調査権が関連会社にまで及ぶかどうかは明文上は規定されていな

いので，及ばないと解するしかなかろう。これに対しては親会社の監査役

にとってはこのような調査権の拡大は，監査役の権限の拡大のみならず，

監査役としての義務も拡大するためそれを行使しない場合には監査役にと

ってかなりの重い義務を負うとする危惧もある。現に経団連からは，会計

に関するものに限定するか，監査役の調査権の範囲を現行のままとすべし

との意見も寄せられていた。（前掲　注14参照）

　一方，会計監査人の調査権を関連会社にまで拡大させることに対しては，

現行の証券取引法に基づく連結財務諸表監査においては関連会社に対して

も必要と認めた場合には必要な監査手続を，自らまたは他の監査人を通し

て実施することがすでに慣行として確立しており，実務上はさしたる障害

になろうとは思われない。
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　　5.連結利益と利益処分

1）商法上の配当規制

　商法は，配当可能利益の計算に当たり，極めて厳格で精緻な規定を設け

ている。（商法第290条,293条の5）

　しかしながら，それはあくまでも単体ベースでの規定であり，連結ベー

スでの情報とは全く運動させていない。連結計算書類が導入されたからと

いって，その目的は，株主等に対する企業集団の情報開示の充実を図るた

めであって，連結ベースでの配当規制は設けられていない。したがって，

連結上は欠損金が計上されていても単体で配当可能利益が存在していれば，

違法とは言えず配当することができる。ちなみにこのようなケースが生ず

るのは，一般的には次のようなケースが想定される。

　　①　連結会社間の取引で多額の固定資産売却益が計上され単体では配

　　　　当可能利益に算入されるが，連結上は消去される場合

　　②　親会社では，安定的な利益が計上されているが，子会社での新規

　　　　事業の失敗等により業績不振で多額の欠損金を抱えているケース

　このうち，親会社の利益計上による配当維持のため上記①のようなケー

スが，従来はよく行われていた。

2）連結剰余金＜単体の配当可能利益のケースでの配当の可否

　最近は，個別から連結主体の開示へと移行してきているため，連結上は

欠損金の状態にあり配当可能利益のない会社が単体決算上の利益でもって

配当を実施しするようなケースは少なくなってきているものとは思われる

が，過去においては，実際に以下のようなケースが存在していた。

　平成13年９月に民事再生法の適用を申請した大手流通業のＭ社の平

成12年２月29日現在の資本の部（有価証券報告書ベース）は，以下のよう

な状況にあった。
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　本ケースにおいては，単体決算では，当期の期末配当及び翌期の中間配

当財源は存在しているが，連結ベースでは，連結剰余金が4,351百万円し

か存在せず，しかもこの中には少なくとも配当不能な利益準備金が10,265

百万円（便宜上単体ベースの金額と同額とみなす）含まれていると考えられる

ので，それを除いた実質的な剰余金は，マイナスの5,914百万円であった

ものと推定される。

　また，電気機器メーカーのＫ社の平成11年３月期の資本の部（有価証

券報告書ベース）は，以下のとおりであった。

本ケースにおいては，明らかに期末の連結剰余金はマイナスの8,275百万
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円であるにもかかわらず，当期末においての配当と役員賞与の支払いが行

われていたケースである。

3）連結計算書類と配当規制のあり方

　今回の改正により，商法に連結計算書類が導入されたが，それはあくま

でも株主等に対する情報開示の充実を図ることが目的であって，配当可能

利益の算定ということは目的としていない。15）

　そもそも利益処分案については，委員会等設置会社を除き，大会社にあ

ってもその確定するための権限は会社の最高意思決定機関である株主総会

(283条，商特第16条）に委ねられている。16）

　会計監査人は利益処分案が法令定款に違反しているか否かについて意見

を表明し，その議案が相当であるか否かについて意見を表明することとさ

れている。ここでの会計監査人の意見はもっぱら法令定款への準拠性又は

適法性について意見を表明することとなる。

　一方監査役会としては，利益処分案が「会社の財産の状況その他の事情

に照らし著しく不当であるかどうか」について意見を表明することが要求

されている。この場合の相当性とは，必ずしも期末時点での単体ベースで

配当可能利益が存在していたかどうかの判定に止まらず，翌期以降の会社

の業績，投資計画，その他の外部環境の変化に対する考慮も当然に含まれ

るであろうし，連結ベースでの業態も考慮すべきものと思われる。子会社

の業績が悪化しており連結ベースでは剰余金が存在しない場合や単体でも

未処理の含み損が存在しその処理をすれば配当可能利益が無くなるかも知

れないような状況の場合には，相当性の判断において厳格に対処する必要

があろう。
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　また，既存の会社の上位に持株会社（ホールディング・カンパニー）を創

設する動きがある。このようにして創設された持株会社，とりわけ純粋持

株会社にあっては，配当の財源は専ら子会社からの配当金，ロイヤルティ

ー収入，管理委託料等に依存せざるを得ず，その源資はすべて子会社で得

た利益である。従って連結ベースの利益を考慮せずには，持株会社の利益

処分の方針を決定することは，事実上不可能である。

　今後は連結数値が総会の招集通知に記載され，達雄の数値が株主総会の

場で比較検討される機会がある。利益処分案の承認に当たり連結数値も無

視することはできないはずである。上記2）ようなケースが，今後出てこ

ないように祈りたい。

4）連結ベースでの配当重視の現れ

　配当政策を，連結ベースに変える動きが広がってきた。グローバル経営

を目指すキャノン，本田技研工業等がその例である。（なお，下線は，筆者

による。）
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　ちなみに，本田技研工業の場合は，海外売上高のウエイトと連単倍率が

極めて高いのが特徴である。

　一方，連結総資産99兆円，連結経常収益2.7兆円の東京三菱銀行の持

株会社たる三菱東京ファイナンシャル・グループの（単体）営業収益は，

わずかに272億円であり，そのうちすべてが関係会社からの受取配当金

(221億円）と受入手数料（51億円）である。同社の配当政策は以下のよう

であった。（平成15年３月期）

　　６，結びにかえて

　商法上連結計算書類が導入されたことは画期的なことである。また，商

法の計算書類が単体・連結ともに，商法施行規則に拠らずに，証券取引法

　　　　　　　　　　　　　　－49－



に基づく財務諸表等規則と連結財務諸表規則によって作成できることにな

り，開示の一元化が図られたことは高く評価できる。

　残された課題としては，連結上の配当規制の問題と子会社株式等に対す

る投資の評価の問題がある。，商法上個別財務諸表においても，子会社等

の投資について持分法を適用して単体と連結上の利益と剰余金残高とを一

致させることができればこの問題の大半は解決できるのではなかろうか。

早期にその実現を期待してやまない。
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